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「お客さま本位の業務運営方針」
2022年度の取組状況（ＫＰＩ）について

2023年6月
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１．投資信託の販売会社における比較可能な共通ＫＰＩ
（１）投資信託の運用損益別顧客比率

▷ 当行は、お客さまが金融事業者を選ぶ上で比較することのできる統一的な指標として、投資信託に関する指標を
定期的に公表しています。当行における2023年3月末時点の各指標は以下のとおりとなります。

▷ 「投資信託の運用損益別顧客比率」は、投資信託を保有しているお客さまについて、基準日時点の保有投資
信託に係る購入時以降の累積の運用損益（手数料控除後）を算出し、運用損益別にお客さまの比率を示した
指標です。

◇ウクライナ情勢の長期化や米国金利上昇の影響等により、世界的に株式市場が下落したことから、2023年
3月末の運用損益がプラスのお客さまの比率は61％となり、前年比14ポイント低下しました。

【図1】投資信託の運用損益別顧客比率 《金融庁原則２（注）》
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１．投資信託の販売会社における比較可能な共通ＫＰＩ
（２）投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン／リスク・リターン

【図2】投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン／リスク・リターンの変遷 《金融庁原則２（注）》
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◇当行では安定的な資産形成のため中長期運用を推奨しており、その結果、預り残高上位20銘柄のうち18
銘柄が前年と同一となりました。また、残高加重平均のコストは3年連続で低下しました。

◇世界的に株式市場が下落し、ハイテク関連企業の株式に投資する主要ファンドが値下がりしたことから、前年
比リスクは約1ポイント上昇、リターンは約1ポイント低下し、運用効率（リターン÷リスク）は低下しました。
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▷ 「投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン／リスク・リターン」は、設定後5年以上の投資信託の預り残高
上位20銘柄について、銘柄毎および預り残高加重平均のコストとリターンおよびリスクとリターンの関係を示した指標
です。
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＜2022年3月末＞

リ
タ
ー
ン

（低）

（高）

コスト（低） （高） リスク（低） （高）

-10%

0%

10%

20%

30%

0% 1% 2% 3% 4%

-10%

0%

10%

20%

30%

0% 10% 20% 30%

コスト リターン
1.98% 7.62%

残高加重平均 ●
リスク リターン 運用効率
14.68% 7.62% 0.52

残高加重平均 ●

＜2021年3月末＞

リ
タ
ー
ン

（低）

（高）

コスト（低） （高） リスク（低） （高）

-10%

0%

10%

20%

30%

0% 1% 2% 3% 4%

-10%

0%

10%

20%

30%

0% 10% 20% 30%

コスト リターン
1.99% 5.52%

残高加重平均 ●
リスク リターン 運用効率
13.70% 5.52% 0.40

残高加重平均 ●

１．投資信託の販売会社における比較可能な共通ＫＰＩ
（２）投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン／リスク・リターン
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【表1】2023年3月末の預り残高上位20銘柄

・設定期間5年を超える投資信託の預り残高上位20銘柄。
・コスト：販売手数料率÷5＋信託報酬率
・リスク：過去5年間の月次リターンの標準偏差（年率換算）
・リターン：過去5年間のトータルリターン（年率換算）

残高
（百万円）

コスト リスク リターン

① 新光ＵＳ－ＲＥＩＴオ－プン（毎月決算型） 3,238 2.23% 18.22% 7.87%

② トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド 2,911 1.09% 20.73% 5.16%

③ 国際インド債券オープン（毎月決算型） 2,123 2.31% 8.89% 5.12%

④ ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型） 1,722 2.49% 23.86% 5.14%

⑤ グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 1,649 1.71% 4.75% 1.60%

⑥ グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド 1,553 3.08% 16.30% 10.59%

⑦ ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン 1,519 1.01% 15.03% 4.27%

⑧ アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型） 1,497 2.42% 18.29% 1.42%

⑨ 次世代米国代表株ファンド 1,397 2.26% 18.58% 11.39%

⑩ ｎｅｔＷＩＮ　ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコ－ス 1,240 0.66% 20.53% 14.60%

⑪ インデックスファンド２２５ 1,077 0.79% 17.05% 7.03%

⑫ ロボット・テクノロジー関連株ファンド 1,049 2.48% 22.52% 12.30%

⑬ ファイン・ブレンド（毎月分配型） 963 1.91% 4.78% 2.16%

⑭ 次世代通信関連　世界株式戦略ファンド 915 2.52% 21.54% 8.24%

⑮ 東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型） 801 1.25% 3.76% -0.90%

⑯ 三菱ＵＦＪ豪ドル債券インカムオ－プン（毎月分配型） 758 1.60% 9.97% 1.99%

⑰ ワールド・リート・オープン（毎月決算型） 726 2.15% 21.39% 1.92%

⑱ モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし） 710 0.66% 13.59% 12.85%

⑲ ファイン・ブレンド（資産成長型） 659 1.91% 4.78% 2.16%

⑳ グローバル・アロケーション・オープン　Ｂコース 644 2.62% 12.17% 7.80%

残高加重平均値 ‐ 1.88% 15.73% 6.25%

銘柄

１．投資信託の販売会社における比較可能な共通ＫＰＩ
（２）投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン／リスク・リターン
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２．外貨建保険の販売会社における比較可能な共通ＫＰＩ
（１）外貨建保険の運用評価別顧客比率

◇外国為替相場で円安が進行した影響により、目標到達や利益確定の解約が増加したことから、2023年
3月末の運用損益がプラスのお客さまの比率は55%となり、前年比18ポイント低下しました。

【図1】外貨建保険の運用評価別顧客比率 《金融庁原則２（注）》

▷ 当行は、お客さまが金融事業者を選ぶ上で比較することのできる統一的な指標として、外貨建保険に関する指標を
定期的に公表しています。当行における2023年3月末時点の各指標は以下のとおりとなります。

▷ 「外貨建保険の運用損益別顧客比率」は、外貨建保険を保有しているお客さまについて、基準日時点の保有
外貨建保険に係る購入時以降の累積の運用損益（手数料控除後）を算出し、運用損益別にお客さまの比率を
示した指標です。

0.1% 0.2%

3.5%

22.6%

42.3%

30.2%

0.6% 0.4%0.1%
1.2%

15.6%

27.7%

31.7%

23.0%

0.7% 0.0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

2022年3月末 2023年3月末

運用損益がプラスのお客さま

2022年3月末 73.5%
2023年3月末 55.4%

運用損益がプラスのお客さま



6

２．外貨建保険の販売会社における比較可能な共通ＫＰＩ
（２）外貨建保険の銘柄別コスト・リターン

◇目標到達した契約が増加したため、2023年3月末のリターンは0.7%となり、前年比0.18ポイント低下しま
した。

◇一方で、資産承継や介護ニーズなどに積極的にお応えしてきたことから、契約期間は長期化しており、コスト
は前年比0.11ポイント低下しました。

【図2】外貨建保険のコスト・リターン＜2023年3月末＞ 《金融庁原則２（注）》
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※預り残高500百万円未満の商品については非表示としております。　
・契約から5年以上経過した外貨建保険の預り残高上位20銘柄。

・預り残高：基準日時点の解約返戻金額＋基準日時点の既支払金額

・コスト：新契約手数料率※÷経過年数＋継続手数料率※　　　※保険会社が支払う代理店手数料率

・リターン：（基準日時点の解約返戻金額＋基準日時点の既支払金額－契約時の一時払保険料）÷契約時の一時払保険料

▷ 「外貨建保険の銘柄別コスト・リターン」は、5年以上保有している外貨建保険の預り残高上位20銘柄について、
銘柄毎および預り残高加重平均のコストとリターンの関係を示した指標です。

コスト リターン
0.91% 0.70%

残高加重平均 ●

銘柄
預り残高
（百万円）

コスト リターン

① プレミアレシーブ（外貨建） 3,844 0.71% 1.47%

② 未来につなげる終身保険（米ドル建） 2,894 1.20% 1.21%

③ プレミアジャンプ 2,826 0.90% 0.15%

④ プレミアギフト 2,745 0.81% 0.45%

⑤ 未来につなげる終身保険（豪ドル建） 1,628 1.10% -0.73%

⑥ ロングドリームＧＯＬＤ 1,559 0.67% 1.08%

⑦ プレミアプレゼント 1,381 0.90% 1.98%

⑧ プレミアジャンプ・年金（外貨建） 1,023 0.98% 0.32%

⑨ プレミアカレンシー・プラス２ 800 0.95% 1.75%

⑩ サニーガーデンＥＸ 791 0.97% 0.98%

⑪ やさしさ、つなぐ 603 0.75% -1.17%

⑫ えがお、ひろがる 597 1.06% -0.18%

⑬ ビー　ウィズ　ユー　プラス － 1.16% -0.83%

⑭ プレミアジャンプ・終身（外貨建） － 1.08% 0.52%

⑮ プレミアジャンプ２・終身（外貨建） － 1.13% -0.84%

⑯ デュアルドリーム － 0.53% 0.20%

⑰ プレミアジャンプ3・年金外貨 － 1.39% -0.44%

⑱ プレミアベスト － 1.22% -1.25%

⑲ ロングドリームプラス － 0.61% 1.80%

⑳ サニーガーデン － 0.66% 0.50%
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【図3】外貨建保険のコスト・リターン＜2022年3月末＞
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※預り残高500百万円未満の商品については非表示としております。　
・契約から5年以上経過した外貨建保険の預り残高上位20銘柄。

・預り残高：基準日時点の解約返戻金額＋基準日時点の既支払金額

・コスト：新契約手数料率※÷経過年数＋継続手数料率※　　　※保険会社が支払う代理店手数料率

・リターン：（基準日時点の解約返戻金額＋基準日時点の既支払金額－契約時の一時払保険料）÷契約時の一時払保険料

２．外貨建保険の販売会社における比較可能な共通ＫＰＩ
（２）外貨建保険の銘柄別コスト・リターン

コスト リターン
1.02% 0.88%

残高加重平均 ●

銘柄
預り残高
（百万円）

コスト リターン

① プレミアジャンプ 6,207 1.02% 0.36%

② プレミアギフト（豪ドル建） 4,295 0.93% 0.87%

③ プレミアレシーブ（外貨建） 3,384 0.77% 1.46%

④ プレミアジャンプ・年金（外貨建） 2,747 1.15% 0.46%

⑤ 未来につなげる終身保険（米ドル建） 2,277 1.26% 1.45%

⑥ 未来につなげる終身保険（豪ドル建） 1,828 1.22% 1.34%

⑦ ロングドリームＧＯＬＤ 1,040 0.49% 1.24%

⑧ プレミアジャンプ・終身（外貨建） 680 1.23% 0.67%

⑨ えがお、ひろがる 569 1.22% -0.03%

⑩ プレミアジャンプ２・年金（外貨建） ー 1.29% 1.82%

⑪ プレミアジャンプ２・終身（外貨建） ー 1.34% 0.75%

⑫ デュアルドリーム ー 1.13% 1.49%

⑬ ロングドリームプラス ー 0.49% 1.06%

⑭ グロース・カレンシー ー 0.57% 1.60%

⑮ サニーガーデンＥＸ ー 1.01% 2.08%

⑯ パワー・カレンシー ー 0.68% 0.97%

⑰ えんドル君プラス（豪ドル建） ー 0.19% 2.08%

⑱ ビー　ウィズ　ユー　プラス ー 1.27% 2.44%

⑲ サニーガーデン ー 0.73% 0.77%

⑳ えんドル君プラス（ユーロ建） ー 0.16% 1.26%
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【図1】積立投資信託の買付金額および契約件数 《金融庁原則２本文》

【図2】つみたてＮＩＳＡの預り残高および口座数 《金融庁原則２本文》

◇お客さまの安定的な資産形成のため、積立投資信託の提案を
積極的に行っており、その結果として積立による投資信託の買付
金額や積立契約があるお客さまは増加しております。

３．2022年度の取組状況（自主的なＫＰＩ）
（１）お客さまの最善の利益の追求

◇ 「つみたてNISA」は、2019年1月に導入された個人のお客さま
向けの非課税制度です。

◇当行では、非課税メリットが得られる「つみたてNISA」の利用を
積極的にご提案しており、預り残高および「つみたてNISA」契約
があるお客さまは一貫して増加しております。

▷ お客さまの投資経験や知識、資産の状況、およびお取引の目的に合わせた、適切な商品・サービスのご提供など、
お客さま本位の業務運営方針に沿った取組みを通じ、お客さまの資産形成をお手伝いしております。
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【図3】毎月分配型投資信託の販売額・販売比率 《金融庁原則２本文》

【図4】コアファンドの残高および投資信託預り残高に占める割合 《金融庁原則２本文》

◇商品の複利効果等を踏まえると、毎月分配型などの多頻度分
配は必ずしもお客さまの中長期の利益にそぐわないと考えられる
ため、当行ではそのような商品の導入・販売を抑制しております。

◇その結果、当行では毎月分配型投資信託の販売額が一貫して
低下しております。

◇コアファンドとは、当行取扱ファンドのうち、中長期かつ安定的な
運用をめざす商品として、「投資環境の変化に応じて投資資産
配分などを機動的に変更する機能を備えたファンド」を指します。

◇ 2022年度は新型コロナウイルスの感染拡大やロシアによるウクラ
イナ侵攻など、相場環境が不安定であったことから、コアファンドの
販売が増加し、その結果として預り残高も拡大しました。

３．2022年度の取組状況（自主的なＫＰＩ）
（１）お客さまの最善の利益の追求
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【図5】投資信託の平均保有期間（年） 《金融庁原則２本文》

【図6】投資信託複数銘柄保有先の割合 《金融庁原則２本文》

◇ 2022年度は景気後退懸念により、世界的に株式市場が下落
したことから、利益確定の解約が減少し、平均保有期間は長期
化しました。

◇なお、追加型投資信託において3商品が償還しましたが、預り残
高は少額であり、平均保有期間への影響は限定的でした。

※平均保有期間＝投信平均残高÷解約、償還額の累計

◇お客さまの安定的な資産形成のため、当行では「コア・サテライト
戦略」により投資対象が異なる複数銘柄に分散投資することを
推奨しており、投資信託保有先全先に占める複数銘柄保有先
の割合は3年連続で増加しました。

◇ 「コア・サテライト戦略」の概要や、該当するファンドについては、
当行ホームページにて閲覧いただけます。

３．2022年度の取組状況（自主的なＫＰＩ）
（１）お客さまの最善の利益の追求
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◇お客さまの中長期の資産形成の一環として、当行では少額から運用が開始できる積立投資信託を積極的にご提案
しており、2022年度の投資信託残高あり口座数は増加に転じました。

◇一方、外国為替相場で円安が進んだこと等により、前年に引き続き目標設定型の保険商品において目標値到達の
契約が増加したため、2022年度の保険契約数は減少しました。

【図7】各期末時点の保険契約数および残高がある投資信託口座数 《金融庁原則２（注）》
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0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月

契約数（生命保険） 残高あり口座数（投資信託）

３．2022年度の取組状況（自主的なＫＰＩ）
（１）お客さまの最善の利益の追求
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▷ 当行では、利益相反によりお客さまの利益を不当に損なう可能性がある取引をあらかじめ特定し、適切な管理を
行っております。 《金融庁原則３本文、原則３（注）》

◇お客さまの安定的な資産形成のため、当行は長期積立分散投資を積極的に推進することがお客さまの最善
の利益と考えており、そのような運用に適した商品を積極的に導入しております。

◇その結果として、2022年度は円安が進んだこと等から、為替変動の影響を受けない国内株式に投資する
ファンドが販売上位となりました。また、将来のインフレへの備えとして、投資対象に金を含むバランス型ファンド
の販売が増加しました。（詳細は３．（３）手数料の明確化を参照ください。）

◇当行は特定の運用会社と資本関係等の特別な関係はありません。また、販売担当者に対する業績評価に
おいて、特定の商品の販売が他の商品の販売より高く評価されるような場合はありません。

◇当行の利益とお客さまの利益が反する可能性について、一部商品では「重要情報シート（個別商品編）」
を活用してお客さまにご説明いたします。

◇利益相反管理方針の概要は、当行ホームページにて閲覧いただけます。

３．2022年度の取組状況（自主的なＫＰＩ）
（２）利益相反の適切な管理
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◇投資信託の販売上位銘柄は低手数料のものが多く、また信託報酬も比較的低料率のものとなっており、
販売手数料・信託報酬の多寡にかかわらず、お客さまのニーズに合った適切な金融商品を提供しております。

◇手数料その他の費用については、投資信託は目論見書および補完書面で、保険は商品概要（募集補助
資料）で具体的に示すなど適切な説明を行っております。

【表1】投資信託の販売額上位10銘柄（2022年度） 《金融庁原則３(注)、原則４本文》

３．2022年度の取組状況（自主的なＫＰＩ）
（３）手数料等の明確化

▷ お客さまにご負担いただく手数料やその他の費用等について、投資がはじめてのお客さまやご高齢のお客さま等にも
十分ご理解いただけるようにパンフレットや目論見書等の説明資料のほか、タブレット端末等も活用し、分かりやすく
丁寧な説明を行っております。

①ファンド別上位10ファンド ②運用会社別上位10社

金額
ベース

商品数
ベース

1 トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド 年1回 12.2% 1.5% 1 三菱UFJ国際投信 33% 22%

2 インデックスファンド２２５ 年1回 8.1% 1.0% 2 三井住友DSアセットマネジメント 16% 9%

3 次世代米国代表株ファンド 年4回 6.9% 3.0% 3 アセットマネジメントOne 12% 7%

4 新光US-REITオープン（毎月決算型） 毎月 6.6% 2.5% 4 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 7% 3%

5 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド 年2回 5.9% 3.0% 5 日興アセットマネジメント 7% 7%

6 netWIN GSテクノロジー株式ファンド　Bコース（為替ヘッジなし） 年2回 5.9% 3.0% 6 大和アセットマネジメント 6% 13%

7 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし） 年1回 5.5% 3.0% 7 三井住友トラスト・アセットマネジメント 4% 2%

8 ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド 年1回 3.1% 2.5% 8 ピクテ・ジャパン 4% 2%

9 脱炭素関連 世界株式戦略ファンド（資産成長型） 年2回 2.8% 3.0% 9 野村アセットマネジメント 4% 9%

10 グローバル３倍３分法ファンド（1年決算型） 年1回 2.6% 2.0% 10 東京海上アセットマネジメント 3% 9%

販売割合
銘柄

決算
頻度

販売
割合

販売時
手数料率
(上限税抜)

運用会社名
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【図8】重要情報シートの活用 《金融庁原則５本文、原則５（注１、注２、注４）、原則６本文、原則６（注２、注３）》

◇重要情報シートについては、他商品との比較に配意した資料として、2022年４月より「金融事業者編」、
および「個別商品編」については一部の投資信託・外貨建一時払保険商品から利用を開始しています。
投資信託については2023年6月に利用を全商品に拡大する予定です。

◇複数の金融商品を組み合わせるパッケージ商品を取り扱う場合は、「個別商品編」に個別に購入することの
可否やパッケージ化した場合としない場合との比較など、重要な情報について記載しております。

◇また、商品組成事業者と連携し、販売対象として想定するお客さまの属性については、「個別商品編」に当該
欄を設け記載しております。

３．2022年度の取組状況（自主的なＫＰＩ）
（４）重要な情報の分かりやすい提供

▷ お客さまに必要な情報を分かりやすく提供するとともに、コンサルティングを通して、お客さまの投資経験や知識、資産
の状況、およびお取引の目的に合致したお客さまにふさわしい商品・サービスをご提案しております。

＜金融事業者編＞ ＜個別商品編＞
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◇お客さまニーズの変化や取扱商品の拡充等を踏まえて、情報提供ツール「マネープランガイド」を改訂しました。
◇資産承継や不動産等に関する情報提供・課題解決ツールとして制作した「Asset Plan Guide」に加えて、
企業オーナーさま等向けに円滑な事業承継をサポートするツール「事業承継ガイド」を新規に制作しました。

３．2022年度の取組状況（自主的なＫＰＩ）
（４）重要な情報の分かりやすい提供

【図９】情報提供ツールの拡充 《金融庁原則５（注３、注５）、原則６本文、原則６（注１）》

＜マネープランガイド＞ ＜事業承継ガイド＞ ＜Asset Plan Guide＞
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▷ 当行では、商品ラインアップの整備について、お客さまに投資目的やリスク許容度等に応じた適切な商品をご選択
いただけるよう、お客さまニーズや市場動向を踏まえた新商品を導入するものと考え、商品の拡充を図っております。

▷ この考え方に基づき、2022年度は以下のとおり商品の拡充を行いました。

◇投資信託については、世界的な物価上昇への備えとして、インフレ下で安定的なリターン獲得が期待できる
資産に投資するファンドを複数導入しました。

◇生命保険については、高齢等により介護への関心が高まっていることから、介護ニーズへ対応できるさまざまな
タイプの商品を導入しました。また、収入減少への備えとして、いままで取扱いがなかった収入保障保険をライ
ンアップに追加しました。

【表2】投資信託ラインアップ《金融庁原則6本文、原則6（注3）》 【表3】生命保険ラインアップ《金融庁原則6本文、原則6（注3）》

商品数 構成比 商品数 構成比 商品数 構成比 商品数 構成比

債券 国内債券 6 5.4% 6 4.9% 6 4.8% 0 -0.1%

海外債券 21 18.8% 21 17.1% 20 16.0% -1 -1.1%

小　計 27 24.1% 27 22.0% 26 20.8% -1 -1.2%

株式 国内株式 9 8.0% 9 7.3% 9 7.2% 0 -0.1%

海外株式 36 32.1% 47 38.2% 48 38.4% 1 0.2%

小　計 45 40.2% 56 45.5% 57 45.6% 1 0.1%

ＲＥＩＴ 国内ＲＥＩＴ 2 1.8% 2 1.6% 2 1.6% 0 0.0%

海外ＲＥＩＴ 6 5.4% 6 4.9% 6 4.8% 0 -0.1%

小　計 8 7.1% 8 6.5% 8 6.4% 0 -0.1%

バランス 国内バランス 4 3.6% 4 3.3% 2 1.6% -2 -1.7%

国内外バランス 27 24.1% 27 22.0% 31 24.8% 4 2.8%

小　計 31 27.7% 31 25.2% 33 26.4% 2 1.2%

その他 商品等 1 0.9% 1 0.8% 1 0.8% 0 0.0%

小　計 1 0.9% 1 0.8% 1 0.8% 0 0.0%

112 100.0% 123 100.0% 125 100.0% 2

8 7.1% 13 10.6% 13 10.4% 0 -0.2%うち、つみたてNISA専用商品

2022年3月末 2023年3月末 前年比

種　別

合　計

2021年3月末
種　別 通貨 商品数 構成比 商品数 構成比 商品数 構成比 商品数 構成比

円建 1 1 0 -1

外貨建 4 4 4 0

円建 1 1 0 -1

外貨建 5 5 5 0

円建 9 12 8 -4

外貨建 15 15 16 1

円建 2 2 1 -1

外貨建 2 2 2 0

円建 4 4 4 0

外貨建 3 3 3 0

学資保険（平準払） 円建 1 1.8% 1 1.7% 0 0.0% -1 -1.7%

医療保険（平準払） 円建 5 8.9% 5 8.5% 5 8.8% 0 0.3%

がん保険（平準払） 円建 1 1.8% 1 1.7% 2 3.5% 1 1.8%

介護保険（平準払） 円建 1 1.8% 1 1.7% 2 3.5% 1 1.8%

養老保健（平準払） 外貨建 1 1.8% 1 1.7% 2 3.5% 1 1.8%

傷害保険（平準払） 円建 1 1.8% 1 1.7% 1 1.8% 0 0.1%

収入保障保険（平準払） 円建 2 3.5% 2 3.5%

合　計 56 100.0% 59 100.0% 57 100.0% -2

2022年3月末 2023年3月末 前年比

変額個人年金保険
（一時払）

8.5% 7.0% -1.5%8.9%

2021年3月末

定額個人年金保険
（一時払）

10.2% 8.8% -1.4%

終身保険
（一時払）

45.8% 42.1% -3.7%

10.7%

42.9%

定額個人年金保険
（平準払）

6.8% 5.3% -1.5%

終身保険（平準払） 11.9% 12.3% 0.4%

7.1%

7.1%

３．2022年度の取組状況（自主的なＫＰＩ）
（５）お客さまにふさわしいサービスの提供
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【図11】保険分析サービスの利用拡大 《金融庁原則６（注１）》

2021年度 114件

2022年度 434件

３．2022年度の取組状況（自主的なＫＰＩ）
（５）お客さまにふさわしいサービスの提供

◇お客さま一人ひとりのニーズや課題に対して、最適
なソリューションをご提供しております。

【図10】アカウントプランの活用 《金融庁原則６（注１）》

＜サービス実績＞

2021年度末 158件

2022年度末 2,201件

＜個人用AP作成件数（累積）＞

◇お客さまの投資経験や資産状況に加え、家族構成やライフプラン等を踏まえて最適なソリューションを提供するため、
当行では「アカウントプラン」の作成を推進しております。

◇お客さまの生命保険契約を「見える化」するツールとして、2021年4月から「保険分析サービス」を活用しております。

◇さまざまなお客さま情報を基に想定課題・想定
ソリューションを考案し、ご提案することで、オーダー
メイドの質の高いサービスを提供しております。
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【表5】アフターフォローの実施状況（2022年度）および高齢のお客さまへの対応 《金融庁原則６（注１、注４）》

商品 実施内容 対象件数 実施率

投資信託

• 損益状況や年齢等により実施ルールを定め、対象となるお客さま全先に損益
状況の説明等を実施しています。

22,071件 99.8％

• 相場急変時や分配水準の変更等の際は、お客さまの属性やお取引内容等に応じ
て丁寧なアフターフォローを実施し、お客さまのご意向等を確認しています。

39,512件 98.0％

生命保険
• 75歳以上の保険契約があるお客さま全先を対象に、契約内容のご確認等を
定期的に実施しています。

9,451件 99.9％

なお、高齢のお客さまへの勧誘等にはルールを設け、個々のお取引について内部管理責任者等が検証しております。また、当該ルールの内容が適正で
あるかを不断に検証し、必要と認められる場合には速やかにルールの改訂を行っております。

３．2022年度の取組状況（自主的なＫＰＩ）
（５）お客さまにふさわしいサービスの提供

【表４】お客さまセミナーの開催状況 《金融庁原則６（注５）》

2022年度も新型コロナウイルス感染拡大防止のため、前年度と同様にWebや動画配信を中心として以下のような
お客さまセミナーを開催しました。

• 運用専門家により、高齢のお客さまや投資初心者のお客さまにもわかりやすい投資環境や今後の運用見通しについてのご説明。
• お客さまのライフプランに沿った資産管理への情報提供として、税務等専門家による相続・贈与についてのご説明。
• 当行の取引先企業の従業員さまの福利厚生の充実を図るため、職域や取引先企業の新入社員を対象とした資産形成についての
ご説明。

• 2024年1月からスタートする新NISA制度についてのご説明。

開催数 参加者数 開催数 参加者数 開催数 参加者数 開催数 参加者数 開催数 参加者数

48回 342名 89回 606名 7回 437名 9回 450名 40回 1,601名

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度



19

▷ 当行では販売担当者に求められるスキルのひとつとして、FP資格の取得を奨励しております。

◇ お客さま第一主義の業務運営の一環として高いコンサルティング・サービスを提供するために、行内教育、
研修、自己啓発講座の充実に努めております。また、販売担当者への研修のほか、支店長や次席者を
対象とした研修コンテンツの充実にも努めております。

【表６】販売担当者の資格保有状況 《金融庁原則７本文》

※FP2級は「個人資産相談」「中小事業主資産相談」「生保顧客資産相談」「損保顧客資産相談」「資産設計提案」の
いずれかの資格保有者数を記載しております。（重複あり）

2019年3月末 2020年3月末 2021年3月末 2022年3月末 2023年3月末

FP１級（人） 13 12 11 15 17

FP２級（人） 1,002 968 941 1,010 953

CFP（人） 2 2 2 3 1

AFP（人） 12 11 11 12 12

役職員数（人） 1,638 1,583 1,563 1,302 1,289

３．2022年度の取組状況（自主的なＫＰＩ）
（６）職員に対する適切な動機付けの仕組み等
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【表７】預り資産関連研修等の種類別実施回数 《金融庁原則２、原則７（注）》

▷ 「お客さま本位の業務運営」の趣旨や、長期分散投資の重要性等の研修・勉強会を通して、当行ではお客さま
本位の業務運営に関する販売担当者の業務支援に努めています。

＜研修の様子＞

◇ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2022年度も商品知識の習得やロールプレイングなどWeb形式の
研修を中心に実施しました。また、毎週水曜日に自由参加型勉強会「モーニング勉強会」「イブニング勉強
会」を継続実施し、販売担当者の学習機会を充実しました。

◇ 販売担当者のほか、営業責任者および内部管理責任者を対象とした資質向上勉強会を毎年実施し、
営業店・本部が一体となってお客さま本位の業務運営のさらなる定着・浸透に取り組んでおります。

◇ なお、お客さま本位の業務運営方針に基づく取組状況については、当行全体の販売動向のモニタリングを
通じて定期的に取締役会に報告しております。

３．2022年度の取組状況（自主的なＫＰＩ）
（６）職員に対する適切な動機付けの仕組み等

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

販売担当者向け研修 49回 46回 61回 37回 26回

FA/テラー向け 18回 18回 34回 18回

個人渉外向け 25回 25回 24回 16回

新入行員向け 6回 3回 3回 3回 3回

支店長・次席者向け研修 0回 12回 13回 11回 5回

エリア内勉強会 49回 14回 ‐ ‐ 23回

ホリデースクール（自己啓発） 4回 19回 16回 15回 ‐

自由選択型勉強会 ‐ ‐ ‐ 52回 63回

合計 102回 91回 90回 115回 117回

自宅用eラーニングシステム 21本 15本 45本 154本 36本

23回
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▷ 金融庁が公表している「顧客本位の業務運営に関する原則」と、当行のお客さま本位の業務運営方針に基づく
「取組状況」との対応関係は下表のとおりです。

（参考）金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係

実施状況 該当スライド番号

原則２ 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。 実施 8～10、20

（注） 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。 実施 1～7、11

原則３
金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあ

らかじめ策定すべきである。
実施 12

（注）

金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。

　・ 販売会社が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴って、当該商品の提供会社から、委託手数料等の支払を受ける場合

　・ 販売会社が、同一グループに属する別の会社から提供を受けた商品を販売・推奨等する場合
　・ 同一主体又はグループ内に法人営業部門と運用部門を有しており、当該運用部門が、資産の運用先に法人営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶ場合

実施 13

原則４ 金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。 実施 13

原則５ 金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則４に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。 実施 14

（注1）

重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。

　・ 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの基本的な利益（リターン）、損失その他のリスク、取引条件

　・ 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の組成に携わる金融事業者が販売対象として想定する顧客属性
　・ 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選定理由（顧客のニーズ及び意向を踏まえたものであると判断する理由を含む）

　・ 顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービスについて、顧客との利益相反の可能性がある場合には、その具体的内容（第三者から受け取る手数料等を含む）及びこれが取引又は業務に及ぼす影響

実施 14

（注2）
金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較すること

が可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである（（注２）～（注５）は手数料等の情報を提供する場合においても同じ）。
実施 14

（注3） 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。 実施 15

（注4）

金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一

方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、より分
かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。

実施 14

（注5） 金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促すべきである。 実施 15

原則６ 金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。 実施 14～16

（注1）

金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。

　・ 顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のライフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産と投資性資産の適切な割合を検討し、それに基づき、具体的な金融商品・サービスの提案を行うこと
　・ 具体的な金融商品・サービスの提案は、自らが取り扱う金融商品・サービスについて、各業法の枠を超えて横断的に、類似商品・サービスや代替商品・サービスの内容（手数料を含む）と比較しながら行うこと

　・ 金融商品・サービスの販売後において、顧客の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した適切なフォローアップを行うこと

実施 15、17、18

（注2） 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。 実施 14

（注3）
金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においてそれに沿った販売が

なされるよう留意すべきである。
実施 14、16

（注4）
金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該

商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。
実施 18

（注5）
金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべき

である。
実施 18

原則７
金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切
なガバナンス体制を整備すべきである。

実施 19

（注）
金融事業者は、各原則（これらに付されている注を含む）に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証す

るための体制を整備すべきである。
実施 20

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」
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